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昭
和
四
十
年
(
-
九
六
五）
九
月 、
米
国
ク
レ
ア

モ
ン
ト

市
の
プ
レ
イ
ズ
デ
ル
研
究
所
が
主
催
し
た
国

際
神
道
学
術
会
議
「一
九
四
五
年
以
降
の
神
道」
に

パ
ネ
リ
ス
ト
と
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
w
.
p
.

ウ
ッ
ダ
ー
ド
は 、
占'

The
Occupation
 and
 S
甘
ine

(
1
)

 

S
圧nto"

と
題
す
る
発
表
の
中
で 、
神
道
指
令
の
欠

陥
の一
っ
と
し
て
「

＂
国
家
神
道“
と
い
う
語
の
使

厄

用
法
の
混
舌」
を
指
摘
し
た 。

神
道
指
令
に
つ
い
て
精
力
的
な
研
究
を
し
て
お
ら

れ
る
大
原
康
男
氏
は 、
こ
の
指
摘
を
解
釈
し
て 、
次

の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る 。
「
要
す
る
に 、
ウ
ッ

ダ
ー
ド
は
国
家
神
道
と
神
社
神
道
を
同]
視
し
た
国

家
神
道
に
関
す
る
指
令
の
定
義
が
間
違
っ
て
い
る
と

(
3
)

 

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。」

大
原
氏
の
い
う
「
指
令
の
定
義」
と
は 、
神
道
指

令
の
第
二
項
（
ハ）
号
の
「
本
指
令
ノ
中
ニ
テ
意
味

ス
ル
国
家
神
道
ナ
ル
用
語
ハ 、
日
本
政
府
ノ
法
令
二

依
ッ
テ
宗
派
神
道
或
ハ
教
派
神
道
卜
区
別
セ
ラ
レ
タ

ル
神
道
ノ
ー
派 、
即
チ
国
家
神
道
乃
至
神
社
神
道
ト

シ
テ 、
一
般
二
知
ラ
レ
タ
ル
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
的

は

． 

め

に
． 

祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
レ
タ
ル
神
道
ノ
一
派
（
国
家

神
道
或
ハ
神
社
神
道）
ヲ
指
ス
モ
ノ
デ
ア
ル 。」
を

指
し
て
い
る 。

ウ
ッ
ダ
|
ド
は 、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七）
に

"
The
 Allied
 Occupation
 1
9
4
5
,
5
2
 

and
 Japanese
 

(
9
)

 

Religions"
と
題
す
る
著
書
を
刊
行
し
た 。
本
書
の

序
文
の
中
で 、
W•
K・
バ
ン
ス
も
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
論

点
に
つ

い
て
「
著
者
は 、
神
社
神
道
を
非
国
教
化
し 、

い
く
つ
か
の
行
為
や
恨
行
を
禁
止
し
た
連
合
国
最
高

司
令
官
の
指
令
が 、
神
社
神
進
(
S
百ine
Shinto)
 

と
国
家
神
道
(
State
or

 National
 Sh
into)
を

明
確
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
用
い
て
い
た
た
た
め
に 、

総
司
令
部
の
宗
教
課
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の

本
当
の
意
図
が
か
な
り
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ

(
5)

 

た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る 。」
と
述
べ
た 。

と
こ
ろ
が 、
同
じ
序
文
の
中
で
バ
ン
ス
は
「
著
者

が
い
う
国
体
礼
賛
主
義
〈
Kokutai
C
ult〉
と
国

家
神
道
〈State
Sh
into〉
の
区
別
は 、
”

神
道
指

令“
の
起
草
者
た
ち
も
承
知
し
て
い
た 。
し
か
し 、

そ
の
文
書
の
起
草
に
お
い
て
は 、
用
語
の
問
題
は 、

正
確
な
表
現
に
達
す
る
ま
で
考
え
ぬ
か
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た 。」
と
も
述
べ
て
い
る 。

新

田

P

ウ
ッ

ダ
ー
ド
の

「
国
家
神
道」

批
判
の
解
釈
に
つ

い

て

均

ウ
ッ
ダ
ー
ド

が
問
題
に
し
た
の
は
「
神
社
神
道」

と
「
国
家
神
道」
と
の
区
別
で
あ
っ
た
の
か 、
そ
れ

と
も
「
国
体
礼
賛
主
義」
と
「
国
家
神
道」
と
の
区

別
で
あ
っ
た
の
か 。
彼
の
関
心
が
概
念
の
明
確
化
に

あ
っ
た
と
す
れ
ば 、
こ
の
相
違
は
重
大
で
あ
る 。
そ

こ
で

-{
The
Occupation
 and
 S
hrine
 Shinto"
 

の
原
文
に
よ
っ
て
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の

(
9
)
 

目
的
で
あ
る 。

"
T
he
 Occupation
 

and
 

Shrine
 Shi
nto"
 

ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
神
道
指
令
に
つ
い
て
論
じ
た
章
の

冒
頭
で 、
こ
の
指
令
の
欠
陥
と
し
て
「 ”
国
家
神
道“

〈State
Shinto〉
と
い
う
用
語
の
使
用
法
に
お
け

る
混
乱」
を
あ
げ
て
い
る 。

次
い
で
こ
の
問
題
を
順
次
説
明
し
て
行
く
の
で
あ

る
が 、
先
ず 、
神
道
指
令
の
行
っ
た
こ
と
は
二
つ
あ
っ

た
と
指
摘
し
た 。
そ
の
―
つ
は
「
人
心
を
非
軍
国
主

義
化
し 、
日
本
社
会
を
民
主
化
す
る
た
め
に
は 、

神

社
と
政
府
を
分
離
し 、
神
社
を
民
衆 、

即
ち
神
社
信

仰
者
に
返
す
こ
と」
で
あ
り 、
も
う―
つ
が 、
「
明

治
維
新
以
来
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
或
る
種
の
慣
行

に 、
政
府
が
参
加
す
る
こ
と 、
あ
る
い
は
援
助
を
与

え
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た 。
こ
れ
ら
の
慣

行
は 、
私
が

＂
国
体
礼
賛
主
義“
〈State
C
ult〉
と

呼
ば
れ
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
も
の

1
加
藤
博

士
に
従
え
ば 、

文
部
省
に
よ
っ
て
主
と
し
て
普
及
さ

れ 、
国
体
神
道
と
呼
ば
れ
る
べ
き
世
俗
的
宗
教

I

の一
部
を
構
成
し
た 。」
と
述
べ
て
い
る 。

次
い
で 、
神
道
指
令
に
掲
げ
ら
れ
た
順
に 、
強
制

的
神
社
参
拝
や
「
国
体
の
本
義」
な
ど
の
書
籍
の
政

" 

↑
 

C 

t: 
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両
者
の
意
味
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た」
と

し
て、
そ
れ
程
問
題
に
は
さ
れ
な
か
っ
た。

米
国
人
で
あ
る
バ
ン
ス
が
何
故
こ
の
点
を
明
確
に

捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い。

た
だ、
大
原
氏
に
つ
い
て
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら

れ
る。

―
つ
は、
神
道
指
令
第
二
項
（
ハ）
号
に
お
い
て

国
家
神
道
と
神
社
神
道
が
同一
視
さ
れ
て
い
る
と
の

批
判
は
大
原
氏
自
身
の
意
見
で
あ
り、
そ
の
観
点
か

ら
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
論
を
読
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

第
二
は、
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
の

―'
The
 Occupation
 
and
 S
甘
ine
Sh
into"

の
翻

訳
に
は
誤
訳
や
脱
落
が
多
く、
そ
れ
を
読
ん
だ
だ
け

で
は
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
論
点
が
読
み
取
り
に
く
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る。
そ
こ
で、
以
下
で、
先
に
述
べ
た、

私
の
訳
の、
番
号
と
傍
線
を
付
し
た
部
分
に
つ
い
て、

原
文
と
日
文
研
の
訳
と
を
引
用
し
て
お
く。

①
S
ince
 in
 the
 D
irective
 State
 S
hinto
 is
 

identi
fied
 as
 S
hr
ine
 S
hinto,
 by
 implication

巴Ithe
 above
 observ
ances
 constitute
 ap
art

of
 S
hrine
 Sh
into;
 but
 this
 is
 incorrect.
 

神
進
指
令
以
来
国
家
神
道
は
右
記
の
如
き
儀
礼

は
神
社
神
道
の一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て、

神
社
神
道
と
同一
視
さ
れ
て
来
た
が、
こ
れ
は
誤

り
で
あ
る。

②
The
 f
ぽt
step
 in
 this
 p
rocess
 was
 the

nation
alization
 of
 the
 s
hrines,
 
and
 the

S
阿
ine
Shinto
 faith
 thereby
 bec
ame
 State
 

S
圧nto.
Thus,
 both
 the
 s
hrines
 and
 S
hrine
 ＇

、

Shinto
 beca
me
 a
 p
art
 of
 the
 State
 Cult,

but
 they
 did
 not
 beco
me
 the
 cult.
 

天
皇
崇
拝
や
国
体
崇
拝
儀
礼
の
発
展
へ
の
第一

歩
は
神
社
の
国
営
に
あ
っ
た。
そ
の
為
に
神
社
神

道
に
於
け
る
信
仰
的
な
面
も
ま
た
い
き
お
い
国
家

神
道
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ

た。
か
く
し
て
神
社
及
び
神
社
神
道、
両
者
と
も

に
神
社
儀
礼
の一
部
と
化
し
た
の
で
あ
る。
し
か

し
単
な
る
儀
礼
に
は
な
り
得
な
か
っ
た。

③
Thus
 State
 Sh
into
 consisted
 of
 the
 faith

gd
 o
bserv
ances
 of
 Shrine
 Shinto
 dur
ing
 

the
 period
 in
 which
 the
 s
hrines
 were

nation
al
藍d•
For
all
 intents
 and
 purposes
 

the
 me
an
ing
 of
 the
 t
wo
 was
 identic
al
at

that
 ti
me.

か
く
の
如
く
神
社
が
国
家
管
理
の
下
に
あ
っ
た

間、
国
家
神
道
は
神
社
神
道
の
信
仰
と
儀
式
と
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。
凡
て

の
面
に
わ
た
っ
て
そ
の
意
図
に
於
て
は
こ
の
国
家

神
道
と
国
家
儀
礼
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
持
つ
意

味
は
当
時
に
於
て
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た。

④
The
 State
 Cult,
 ho
wever,
 derived
 its

邑son
d'
etre
 not
 fro
m
 the
 S
hrine
 Bo
爵d

but
 fro
m
 the
 gover
nment,
 pri
m
arily
 the

Mi
nist
ry
 of
 Education,
 
and
 e
xisted
 by

且tue
of
 certain
 re
gulations
 which
 

requ
ired
 the
 accept
ance
 of
 a
 speciHic
 

ideology
 and
 the
 observ
ance
 of
 certain
 well

de
fined
 p
ractices.
 It
 in
cluded
 conside
rable

s
hr
ine
 ideology
 and
 practices,
 but
 it
 did
 

not
 necess
arily
 in
clude
 the
m
 
all
 
and
 was
 

in
 no
 sense
 identic
al
 with
 S
hr
ine
 Sh
into·
 

然
し
な
が
ら
国
家
儀
礼
は
神
祇
院
か
ら
で
は
な

く、
あ
る
特
定
の
慣
例
儀
礼
或
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
受
容
を
強
い
た
施
政
方
針
の
お
蔭
を
も
っ
て、

政
府
の、
そ
れ
も
主
に
文
部
省
か
ら
そ
の
存
在
理

由
を
発
し
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は
か
な
り
の
神
社

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
神
社
儀
礼
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
が、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
必
ず
し
も
神
社

．
神
道
と
同一
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い。

⑤
It
 would
 cl
arify
 matters
 a
 great
 de
al

if
 schol
ars
 in
 writ
ing
 about
 that
 aspect
 of
 

ぶ•State
Shinto"
 which
 included
 observ
ances
 

that
 were
 forced
 on
 the
 nation
 by
 the

extre
mists,
 would
 use
 so
me
 such
 ter
ms
 as

State
 Cult,
 with
 capit
al
 letters,
 Kokutai
 

S
巴nto,
or
 Imperi
al
 Shinto.
 Then
 State

Shinto
 
and
 Nation
al
 S
hinto
 could
 be
 

reserved
 for
 s
hr
ines
 and
 the
 S
hr
ine
 S
hinto

f
aith
 d
ur
ing
 the
 period
 in
 which
the
 

shrines
 were
 nation
alized·
If
 this
 di
fferenti,
 

ation
 had
 existed
 be
fore
 World
 W
ar
 II

臼1d
had
 been
 made
 cle
ar
 in
 the
 o
ffici
al

gocu
ments
 and
 public
 p
rono
unce
ments
 

follo
wing
 the
 w
ar,
 there
 wo
uld
 have
 been
 

no
 occasion
 for
 any
 Jap
anese
 to
 th
ink

or
 imagine
 that
 the
 Occupation
 had
 any
 

interest
 in
 suppressing
 S
hr
ine
 Sh
into,
 
and

0

月
me
aning
w
ill
 be
 cle
ar
 today
 when
 

we
 
write
 about
 matters
 related
 to
 t
his
 

。

r 

｀ 

府
に
よ
る
配
布
な
ど、
同
指
令
で
禁
じ
ら
れ
た
「
国

体
礼
賛
主
義」
を
列
挙
し
た
後
で、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る。

「
神
道
指
令
に
お
い
て
は、
こ
れ
ら
は
全
て
国
家

神
道
〈State
S
hito〉
と
見
な
さ
れ
て
い
る。

①
神
道
指
令
に
お
い
て
は
国
家
神
道
が
神
社
神
道
と

同一
視
さ
れ
て
い
る
た
め、
暗
黙
の
う
ち
に、
以
上

の
慣
行
の
全
て
が
神
社
神
道
の一
部
を
構
成
し
て
い

る。
し
か
し、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る。」

つ
ま
り、
神
道
指
令
に
お
い
て
は、
国
体
礼
賛
主

義
即
ち
国
家
神
道
と
見
な
さ
れ、
し
か
も、
国
家
神

道
が
神
社
神
道
と
同一
視
さ
れ
た
た
め
に、
国
体
礼

賛
主
義
が
神
社
神
道
の
構
成
要
素
だ
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
説
明
し、
そ
れ
を
誤
り
だ
と
断
定

し
て
い
る
の
で
あ
る。
彼
が
こ
こ
で、
「
国
体
礼
賛

主
義」
と
「
国
家
神
道」
の
区
別、
「
国
家
神
道」

と
「
神
社
神
道」
の
区
別
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
る
が、
そ
の
い
づ
れ
に
力
点
が
あ
る
の
か

は
こ
こ
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い。
で
は、
も
っ
と
先

に
進
ん
で
み
る
こ
と
に
し
よ
う。

彼
は
後
の
と
こ
ろ
で、
再
び
「
こ
の
指
令
が
行
っ

た
こ
と
は、
最
近
の
八
十
年
間
(-
八
七
ニ
ー一
九
四

五）
の
内
に一
つ
の
“
天
皇
崇
拝、
あ
る
い
は
国
体

崇
拝
主
義“
〈a
'̂
C
ult
of
 E
mperor
 Worship"
 

or
 "
State
 Worship"
〉
へ
と
発
展
し
た
あ
る
種

の
慣
行
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る、
政
府
の
支
援、

援
助、
永
続
化、
弘
布
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た。」

と
述
べ
て
い
る。

そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て、
そ
の
国
体
礼
賛
主
義
へ

の
過
程
の
「
②
第一
段
階
は
神
社
の
国
有
化
で
あ
り、

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て、
神
社
神
道
の
信
仰
は
国
家

神
道
と
な
っ
た。
し
た
が
っ
て、
神
社
も
神
社
神
道

も
国
体
礼
賛
主
義
の一
部
と
な
っ
た
が、
国
体
礼
賛

主
義
そ
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い。」
と
言
い、

次
い
で、
そ
の
第
二
段
階
は
明
治
憲
法
第
三
条、
第

-

1一
段
階
は
教
育
勅
語
の
発
布
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い

る。そ
し
て、
そ
の
後
で
核
心
的
な
問
い
を
発
し
て
い

る。
「
国
家
神
道
（
神
社
神
道）
〈State
Sh
into
 

(S
hr
ine
 S
hinto)〉
と
い
う
用
語
と
国
体
礼
賛
主

義
〈State
Cult〉
と
い
う
用
語
の
意
味
の
違
い
を

簡
単
な
言
葉
で
言
え
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
？」

そ
し
て、
こ
う
答
え
て
い
る。
「
国
家
神
道
は、

単
に、
内
務
省
神
祇
院
の
管
轄
下
に
あ
っ
た、
そ
れ

以
前
に
国
有
化
さ
れ
て
い
た
神
社
の
信
仰
と
慣
行
と

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い。
…
…
③
こ
の

よ
う
に、
神
社
が
国
有
化
さ
れ
て
い
た
間、
国
家
神

道
は
神
社
神
道
の
信
仰
と
慣
行
と
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た。
事
実
上、
当
時、
両
者
の
意
味
は
ま
っ
た
＜

同
じ
も
の
で
あ
っ
た。

④
し
か
し
な
が
ら、
国
体
礼
賛
主
義
は、
そ
の
存

在
理
由
が
神
祇
院
で
は
な
く
政
府、
主
に
文
部
省
に

由
来
し、
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
と、
よ
く

整
え
ら
れ
た
あ
る
種
の
慣
行
の
遵
守
と
を
要
求
す
る

あ
る
種
の
法
規
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
た。
そ
れ
は

か
な
り
多
く
の
神
社
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
神
社
慣
行
を

含
ん
で
い
た
が、
必
ず
し
も
そ
の
全
部
を
含
ん
で
い

た
わ
け
で
は
な
く、
決
し
て
神
社
神
道
と
同一
の
も

の
で
は
な
か
っ
た。

⑤
過
激
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
国
民
に
強
制
さ
れ
た

慣
行
を
含
ん
だ、
”
国
家
神
道“
の
こ
の
側
面
に
つ
い

て
書
く
場
合
に、
学
者
た
ち
が、
国
体
礼
賛
主
義、

大
文
字
の、
国
体
神
道
〈
Kokut
ai
S
hinto〉、
あ
る

い
は、

帝
国
神
道
〈
甘1peri
al
Sh
into〉
と
い
う

よ
う
な
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば、
問
題
は
非
常
に
明

確
に
な
る
と
思
わ
れ
る。
そ
う
す
れ
ば、
国
家
神
道

や
国
家
的
神
道
〈State
Sh
into
 and
 Nation
al
 

Sh
into〉
と
い
う
用
語
は、
神
社
が
国
有
化
さ
れ
て

い
た
時
期
の
神
社
や
神
社
神
道
の
信
仰
を
指
す
用
語

と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
と
な
る。
こ
の
区

別
が
第
二
次
世
界
対
戦
以
前
に
存
在
し、
戦
後
の
公

文
書
や
公
式
声
明
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た

な
ら
ば、
占
領
軍
は
神
社
神
道
を
抑
圧
す
る
こ
と
に

関
心
を
抱
い
て
い
た
と
日
本
人
が
考
え
た
り、
想
像

し
た
り
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し、
今
日、

私
た
ち
が
こ
の
研
究
分
野
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い

て
書
く
場
合
に、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。」

以
上
の
箇
所
か
ら、
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
意
図
が
「
国

体
礼
賛
主
義」
と
「
国
家
神
道」
の
区
別
に
あ
っ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る。
言
い
換
え
れ
ば、
彼
が
問
題

に
し
た
の
は、
神
道
指
令
が
第
二
項
（
ハ）
号
に
お

い
て
行
っ
た
国
家
神
道
の
定
義
で
は
な
く、
指
令
全

体
が
「
国
家
神
道」
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
と
解
釈

さ
れ、
こ
の
指
令
が
「
神
道
指
令」
と
呼
び
慣
わ
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た。

そ
し
て、
「
国
家
神
道」
と
「
神
社
神
道」
と
の

区
別
は、
国
家
神
道
が
「
神
社
が
国
有
化
さ
れ
て
い

た
時
期
の
神
社
や
神
社
神
道
の
信
仰
を
指
す
用
語」

と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
事
実
上、
当
時、
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ウ
ッ
ダ
ー
ド

の
国
家
神
道
研
究
に
対
す
る
最
大
の

貢
献
は 、
神
道
指
令
の
対
象
全
体
を
把
握
す
る
た
め

に
「
国
体
礼
賛
主
義
(State
Cult ,
 or
 Kokutai
 

Cult)」
と
い
う
用
語
を
設
定
し
て 、
「
国
家
神
道」
は

そ
の一
部（
あ
る
い
は 、
そ
の一
部
分
が
国
体
礼
賛
主
義
と

重
な
る）
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
に
あ
っ
た 。

し
か
し 、
彼
に
注
目
し
た
人
々
の
間
で
さ
え 、
こ
の
論

点
を
正
確
に
把
握
し
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た 。

-^
The
 Allied
 Occupation
 1945,52
 and

Jap
anese

 Religions"

を
翻
訳
し
た
阿
部
美
裁
氏

も 、
ウ
ッ
ダ
ー
ド

が
「
国
体
礼
賛
主
義」
に
つ
い
て

説
明
し
た
本
書
の
序
章
に 、
御
自
身
の
判
断
で
「
日

本
占
領
と
国
家
神
道
の
解
体」
と
い
う
題
を
付
け
て

し
ま
っ
て
い
る 。
ま
し
て 、
大
半
の
国
家
神
道
論
者

は
彼
の
提
起
を
全
く
無
視
し
て
来
た 。
村
上
重
良
氏

の一
連
の
著
作
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る 。

彼
の
論
点
に
賛
成
す
る
か
反
対
す
る
か
は
と
も
か

く 、
彼
の
提
起
が
も
う
少
し
真
面
目
に
取
り

上
げ
ら

れ
て
い
た
な
ら
ば 、
二
十
年
以
上
も
後
に
な
っ
て 、

葦
津
珍
彦
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
必
要
は
な
っ
た

で
あ
ろ
う 。

「
そ
の
国
家
神
道
な
る
も
の
は 、
明
治
以
来
の
真
摯

な
る
神
道
人
の
志
を
前
提
源
流
と
し
て
出
発
し
た
も

の
で
は
あ
る
が 、
有
力
な
非
神
道
の
政
治
権
力
や
非

神
道
の
宗
教
勢
力
か
ら
の
強
い
プ
レ
ー

キ
と
の
交
錯

が
重
な
っ
て 、
そ
れ
ら
の
諸
力
に
「
中
和」
さ
れ
て 、r

。

e

町

お

わ

り

に

field
 of
 study·
 

〈
8
文
研
の
訳
で
は 、
こ
の
部
分
脱
落〉

そ
の
精
神
は 、
全
く
空
白
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
無
精

神
な 、
世
俗
的
合
理
主
義
で
「
無
気
力
に
し
て
無
能」

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の
が
歴
史
の
真
相
に
近
い 。

そ
の
真
相
が
分
か
ら
な
い
で 、
外
国
人
は 、
在
野

の
激
し
い
神
国
意
識
を
「
国
家
神
道」
で
あ
る
か
と

誤
認
し
て 、
国
家
神
道
に
猛
攻
を
浴
ぴ
せ
た 。
そ
し

て
そ
れ
に
合
唱
す
る
国
家
神
道
反
対
史
論
が
多
く
書

か
れ
た。
こ
れ
に
対
し
て 、
外
圧
の
不
法
に
反
発
し

て 、
国
家
神
道
を
弁
設
し
よ
う
と
し
て 、
そ
れ
を
荘

厳
に
美
化
す
る
よ
う
な
国
家
神
道
史
像
を
ゑ
が
い
た

論
文
も
現
は
れ
た 。
し
か
し
そ
れ
は 、
い
づ
れ
も
虚

像
を
弾
圧
攻
撃
し
あ
る
い
は
防
衛
し
た
の
で
は
な
か

(
2
)
 

っ
た
か
と
の
感
が
あ
る 。」

主
―――-a
 (

1)
W
illia
m
 P .
Woodard ,
 "
The
 Occupa
tion
 

and
 Shrine
 Shin
to" ,
 in
 Proceedings
of

 the
 

Co
nference
 on
 Shinto
 since
 1945 ,
 S
ep
te
mber

 

]2,]6 ,1965 ,
 sponsored
 by
 The
 Blaisdell
 

ぼ
ti
tu
te ,
Clare
mont ,
 Cali
fo
rnia ,
 pp

 6,12 .

(

2
)

ウ
ィ
リ
ア
ム・
ウ
ダ
ー
ド「
占
領
と
神
道」（
国

学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
「一
九
四
五
年
以
降

の
神
道
1

ク
レ
ア
モ
ン
ト
国
際
神
道
学
術
会
議
の
記

録」
昭
和
四
十
年
十一
月）
三
四
頁 。
本
書
は
註
(
l)

の
翻
訳 。

(

3
)

「
神
道
指
令
の
研
究」
平
成
五
年
七
月 、
原
書

房 、
三
二
五
頁。

(
4)
Willia
m
 P .
Woodard ,
 "
The
 Allied
 

Occupation
 1
945-52and
 Japanese
 Religions" ,

Leiden ,
 19
72 .
邦
訳 、
阿
部
美
哉
「
天
皇
と
神
道」

一
九
八
八
年
四
月 、
サ
イ
マ
ル
出
版
会 。

(

5
)

（
6
)

箪
者
（
新
田）
訳 。

(
7)
以
下

』•The
Occupa
tion
 and
 Shrine
 

Shin
to"

か
ら
の
引
用
は
餓
者（
新
田）
の
訳
で
あ
る 。

(
8)
••The

 Allied
 Occupa
苔n
1945‘52
 and
 

Japanese
 Religions"

の
草
稿
の一
部
に
あ
た

る
論
文
を
翻
訳
し
た
「
連
合
軍
の
占
領
と
日
本
の
宗

教」
（「
国
際
宗
教
ニ
ュ
ー

ズ」
一
九
七
二
年
五•
六

号）
に
は
「
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
（
国
体
礼
賛
主
義）

と
い
う
現
象
は 、
占
領
軍
の
指
令
が 、
神
社
と
神
官

の
国
か
ら
の
分
離
を
命
ず
る
と
と
も
に
瓦
解
し 、
一

歴
史
現
象
と
化
し
て
と
ま
っ
た 。」
と
の一
文
が
あ

る
(-
八
頁） 。
筆
者
は
原
文
を
入
手
し
て
い
な
い

た
め
断
定
は
で
き
な
い
が 、
本
稿
の
考
察
の
結
果
か

ら
し
て 、
こ
の一
文
は 、
誤
訳
な
い
し
著
者
の
ケ
ア

レ
ス・
ミ
ス
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。
ち
な
み
に 、

••The
 A
llied
 Occupation
 1945,52
 and
 

Japanese
 Religions"

の
中
で 、
こ
れ
に
相
当

す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る 。

ぶ•S
ta
te
Shin
to
 in
 the
 mode
rn

 sense
 of
 the
 

苔r
m
ca
me
 in
to
 exis
tence
 at
 the
 beginning
 

of
 the
 Meiji
 Res
toration
 when
 the
 shrines
 

were
 nationalized .
 It

 ended
 in
 1946
 when
 

gove
rn
ment

 con
trol

 of
 the
 shrines
 ceased ."

,
 

p
l
O.

)
 

(

9
)

前
掲
「
天
皇
と
神
道
j

(
10)
葦
津
珍
彦
「
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か」

ニー
三
頁 。

（
本
学
講
師・
神
道
研
究
所
所
員）




